
  
 

一

 
 
 

雇
用
対
策
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案 

 

雇
用
対
策
法
（
昭
和
四
十
一
年
法
律
第
百
三
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

題
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 
 
 

労
働
施
策
の
総
合
的
な
推
進
並
び
に
労
働
者
の
雇
用
の
安
定
及
び
職
業
生
活
の
充
実
等
に
関
す
る
法
律 

 

目
次
中
「
第
十
条
」
を
「
第
九
条
」
に
、
「
第
二
章 

求
職
者
及
び
求
人
者
に
対
す
る
指
導
等
（
第
十
一
条
―
第
十
五
条
）
」 

 

「
第
二
章 

基
本
方
針
（
第
十
条
・
第
十
条
の
二
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

を 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

に
、
「
第
三
章
」
を
「
第
四
章
」
に
、 

 
 

第
三
章 

求
職
者
及
び
求
人
者
に
対
す
る
指
導
等
（
第
十
一
条
―
第
十
五
条
）
」 

「
第
四
章
」
を
「
第
五
章
」
に
、
「
第
五
章
」
を
「
第
六
章
」
に
、
「
第
六
章
」
を
「
第
七
章
」
に
、
「
第
七
章
」
を
「
第
八

章
」
に
、
「
第
八
章
」
を
「
第
九
章
」
に
改
め
る
。 

 

第
一
条
第
一
項
中
「
雇
用
に
」
を
「
労
働
に
」
に
、
「
労
働
力
の
需
給
が
質
量
両
面
に
わ
た
り
均
衡
す
る
こ
と
」
を
「
労
働

者
の
多
様
な
事
情
に
応
じ
た
雇
用
の
安
定
及
び
職
業
生
活
の
充
実
」
に
改
め
る
。 

 

第
三
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 

（
基
本
的
理
念
） 



 

  
 

二

第
三
条 

労
働
に
関
す
る
施
策
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
旨
と
し
て
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

一 
雇
用
形
態
の
在
り
方
に
つ
い
て
は
、
労
働
者
が
正
規
労
働
者
（
事
業
主
と
期
間
の
定
め
の
な
い
労
働
契
約
を
締
結
し
、

か
つ
、
所
定
労
働
時
間
が
労
働
に
従
事
す
る
事
業
所
に
お
け
る
通
常
の
労
働
時
間
で
あ
る
労
働
者
で
あ
つ
て
、
派
遣
労
働

者
（
事
業
主
が
雇
用
す
る
労
働
者
で
あ
つ
て
、
労
働
者
派
遣
（
自
己
の
雇
用
す
る
労
働
者
を
、
当
該
雇
用
関
係
の
下
に
、

か
つ
、
他
人
の
指
揮
命
令
を
受
け
て
、
当
該
他
人
の
た
め
に
労
働
に
従
事
さ
せ
る
こ
と
を
い
い
、
当
該
他
人
に
対
し
当
該

労
働
者
を
当
該
他
人
に
雇
用
さ
せ
る
こ
と
を
約
し
て
す
る
も
の
を
含
ま
な
い
も
の
と
す
る
。
）
の
対
象
と
な
る
も
の
を
い

う
。
）
以
外
の
も
の
を
い
う
。
次
条
第
一
項
第
十
一
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
と
し
て
雇
用
さ
れ
る
こ
と
を
原
則
と
し
つ
つ
、

本
人
の
希
望
に
応
じ
て
、
労
働
者
の
職
務
の
価
値
の
適
正
な
評
価
及
び
当
該
評
価
を
踏
ま
え
た
公
平
か
つ
適
正
な
待
遇
等

の
実
現
が
図
ら
れ
た
上
で
、
多
様
な
形
態
で
就
業
す
る
機
会
が
確
保
さ
れ
る
こ
と
。 

 

二 

労
働
者
が
、
採
用
、
労
働
条
件
、
職
業
訓
練
の
受
講
、
雇
用
関
係
の
終
了
等
に
つ
い
て
不
当
な
差
別
的
取
扱
い
を
受
け

る
こ
と
が
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
。 

 

三 

労
働
者
に
つ
い
て
、
そ
の
職
業
生
活
の
設
計
が
適
切
に
行
わ
れ
、
並
び
に
そ
の
設
計
に
即
し
た
能
力
の
開
発
及
び
向
上

並
び
に
転
職
に
当
た
つ
て
の
円
滑
な
再
就
職
の
促
進
そ
の
他
の
措
置
が
効
果
的
に
実
施
さ
れ
る
こ
と
。 



  
 

三

 
第
四
条
第
一
項
中
第
十
二
号
を
第
十
四
号
と
し
、
第
十
一
号
を
第
十
三
号
と
し
、
第
十
号
を
第
十
二
号
と
し
、
同
項
第
九
号

中
「
た
め
、
」
の
下
に
「
正
規
労
働
者
と
し
て
雇
用
さ
れ
る
環
境
の
整
備
そ
の
他
」
を
加
え
、
同
号
を
同
項
第
十
一
号
と
し
、

同
項
中
第
八
号
を
第
十
号
と
し
、
第
七
号
を
第
八
号
と
し
、
同
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

 

九 

疾
病
、
負
傷
そ
の
他
の
理
由
に
よ
り
治
療
を
受
け
る
者
の
職
業
の
安
定
を
図
る
た
め
、
雇
用
の
継
続
、
離
職
を
余
儀
な

く
さ
れ
る
労
働
者
の
円
滑
な
再
就
職
の
促
進
そ
の
他
の
治
療
の
状
況
に
応
じ
た
就
業
を
促
進
す
る
た
め
に
必
要
な
施
策
を

充
実
す
る
こ
と
。 

 

第
四
条
第
一
項
第
六
号
を
同
項
第
七
号
と
し
、
同
項
第
五
号
中
「
女
性
の
職
業
」
の
下
に
「
及
び
子
の
養
育
又
は
家
族
の
介

護
を
行
う
者
の
職
業
」
を
加
え
、
「
妊
娠
、
出
産
又
は
育
児
を
理
由
と
し
て
休
業
又
は
退
職
し
た
女
性
の
」
を
削
り
、
「
継
続

又
は
」
を
「
継
続
、
」
に
改
め
、
「
及
び
」
の
下
に
「
父
子
家
庭
の
父
並
び
に
」
を
加
え
、
「
女
性
の
就
業
」
を
「
こ
れ
ら
の

者
の
就
業
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
六
号
と
し
、
同
項
中
第
四
号
を
第
五
号
と
し
、
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
を
一
号
ず
つ

繰
り
下
げ
、
同
項
に
第
一
号
と
し
て
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

 

一 

各
人
が
生
活
と
の
調
和
を
保
ち
つ
つ
そ
の
意
欲
及
び
能
力
に
応
じ
て
就
業
す
る
こ
と
を
促
進
す
る
た
め
、
労
働
時
間
の

短
縮
そ
の
他
の
労
働
条
件
の
改
善
、
労
働
者
の
希
望
に
応
じ
た
多
様
な
形
態
で
就
業
す
る
機
会
の
確
保
、
労
働
者
の
職
務



 

  
 

四

の
価
値
の
適
正
な
評
価
及
び
当
該
評
価
を
踏
ま
え
た
待
遇
の
確
保
に
関
す
る
施
策
を
充
実
す
る
こ
と
。 

 

第
四
条
第
三
項
中
「
第
一
項
第
十
号
」
を
「
第
一
項
第
十
二
号
」
に
改
め
る
。 

 

第
五
条
中
「
雇
用
」
を
「
労
働
」
に
改
め
る
。 

 

第
六
条
を
同
条
第
二
項
と
し
、
同
条
に
第
一
項
と
し
て
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

 
 

事
業
主
は
、
そ
の
雇
用
す
る
労
働
者
の
労
働
時
間
の
短
縮
そ
の
他
の
労
働
条
件
の
改
善
そ
の
他
の
労
働
者
が
生
活
と
の
調

和
を
保
ち
つ
つ
そ
の
意
欲
及
び
能
力
に
応
じ
て
就
業
す
る
こ
と
が
で
き
る
環
境
の
整
備
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

第
七
条
を
削
り
、
第
八
条
を
第
七
条
と
し
、
第
九
条
を
第
八
条
と
し
、
第
十
条
を
第
九
条
と
す
る
。 

 

第
三
十
八
条
第
二
項
中
「
第
十
条
」
を
「
第
九
条
」
に
、
「
第
五
章
」
を
「
第
六
章
」
に
改
め
る
。 

 

第
八
章
を
第
九
章
と
し
、
第
二
章
か
ら
第
七
章
ま
で
を
一
章
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
一
章
の
次
に
次
の
一
章
を
加
え
る
。 

 
 
 

第
二
章 

基
本
方
針 

 

（
基
本
方
針
） 

第
十
条 

国
は
、
労
働
者
が
そ
の
有
す
る
能
力
を
有
効
に
発
揮
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
に
必
要
な
労
働
に
関
す

る
施
策
の
総
合
的
な
推
進
に
関
す
る
基
本
的
な
方
針
（
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
「
基
本
方
針
」
と
い
う
。
）
を
定



  
 

五

め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 
基
本
方
針
に
定
め
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

 

一 

労
働
者
が
そ
の
有
す
る
能
力
を
有
効
に
発
揮
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
の
意
義
に
関
す
る
事
項 

 

二 

第
四
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
講
ず
る
施
策
に
関
す
る
基
本
的
事
項 

 

三 

前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
労
働
者
が
そ
の
有
す
る
能
力
を
有
効
に
発
揮
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と

に
関
す
る
重
要
事
項 

３ 

厚
生
労
働
大
臣
は
、
基
本
方
針
の
案
を
作
成
し
、
閣
議
の
決
定
を
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

４ 

厚
生
労
働
大
臣
は
、
基
本
方
針
の
案
を
作
成
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
都
道
府
県
知
事
の
意
見
を
求
め
る

と
と
も
に
、
労
働
政
策
審
議
会
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

５ 

厚
生
労
働
大
臣
は
、
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
閣
議
の
決
定
が
あ
つ
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
基
本
方
針
を
公
表
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。 

６ 

厚
生
労
働
大
臣
は
、
基
本
方
針
の
案
を
作
成
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
関
係
行
政
機
関
の
長
に
対
し
、

資
料
の
提
出
そ
の
他
必
要
な
協
力
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。 



 

  
 

六

７ 

国
は
、
労
働
に
関
す
る
施
策
を
め
ぐ
る
経
済
社
会
情
勢
の
変
化
を
勘
案
し
、
基
本
方
針
に
検
討
を
加
え
、
必
要
が
あ
る
と

認
め
る
と
き
は
、
こ
れ
を
変
更
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

８ 

第
三
項
か
ら
第
六
項
ま
で
の
規
定
は
、
基
本
方
針
の
変
更
に
つ
い
て
準
用
す
る
。 

 

（
関
係
機
関
へ
の
要
請
） 

第
十
条
の
二 

厚
生
労
働
大
臣
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
関
係
行
政
機
関
の
長
に
対
し
、
基
本
方
針
に
お
い
て
定

め
ら
れ
た
施
策
で
、
関
係
行
政
機
関
の
所
管
に
係
る
も
の
の
実
施
に
つ
い
て
、
必
要
な
要
請
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 
 
 

附 

則 

 

（
施
行
期
日
） 

第
一
条 

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

（
検
討
） 

第
二
条 

政
府
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
後
三
年
を
目
途
と
し
て
、
労
働
者
が
採
用
、
労
働
条
件
、
職
業
訓
練
の
受
講
、
雇
用
関

係
の
終
了
等
に
つ
い
て
不
当
な
差
別
的
取
扱
い
を
受
け
る
こ
と
が
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
の
制
度
の
在
り
方
に
つ
い
て
検
討

を
加
え
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
法
制
上
の
措
置
そ
の
他
の
所
要
の
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。 



  
 

七

 
（
職
業
安
定
法
の
一
部
改
正
） 

第
三
条 

職
業
安
定
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
四
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

第
一
条
中
「
雇
用
対
策
法
」
を
「
労
働
施
策
の
総
合
的
な
推
進
並
び
に
労
働
者
の
雇
用
の
安
定
及
び
職
業
生
活
の
充
実
等

に
関
す
る
法
律
」
に
、
「
か
ん
が
み
」
を
「
鑑
み
」
に
改
め
る
。 

 

（
生
活
保
護
法
等
の
一
部
改
正
） 

第
四
条 

次
に
掲
げ
る
法
律
の
規
定
中
「
雇
用
対
策
法
」
を
「
労
働
施
策
の
総
合
的
な
推
進
並
び
に
労
働
者
の
雇
用
の
安
定
及

び
職
業
生
活
の
充
実
等
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
る
。 

 

一 

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
別
表
第
一
の
十
一
の
項 

 

二 

出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
（
昭
和
二
十
六
年
政
令
第
三
百
十
九
号
）
第
十
九
条
の
十
七 

 

三 

駐
留
軍
関
係
離
職
者
等
臨
時
措
置
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
百
五
十
八
号
）
第
十
条
の
二
第
五
項
第
四
号
及
び
第
十

条
の
三 

 

四 

障
害
者
の
雇
用
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
十
五
条
第
二
項 

 

五 

住
民
基
本
台
帳
法
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
八
十
一
号
）
別
表
第
一
の
六
十
八
の
項
、
別
表
第
三
の
六
の
三
の
項
及
び



 

  
 

八

別
表
第
五
第
七
号
の
三 

 

六 
社
会
保
険
労
務
士
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
八
十
九
号
）
別
表
第
一
第
十
八
号 

 

七 

職
業
能
力
開
発
促
進
法
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
六
十
四
号
）
第
一
条
及
び
第
二
十
三
条
第
二
項 

 

八 

農
村
地
域
へ
の
産
業
の
導
入
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
六
年
法
律
第
百
十
二
号
）
第
十
一
条
第
二
項 

 

九 

雇
用
保
険
法
（
昭
和
四
十
九
年
法
律
第
百
十
六
号
）
第
十
条
の
四
第
二
項
及
び
第
六
十
二
条
第
一
項
第
二
号 

 

十 

漁
業
経
営
の
改
善
及
び
再
建
整
備
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
昭
和
五
十
一
年
法
律
第
四
十
三
号
）
第
十
四
条
（
見
出
し

を
含
む
。
） 

 

十
一 

国
際
協
定
の
締
結
等
に
伴
う
漁
業
離
職
者
に
関
す
る
臨
時
措
置
法
（
昭
和
五
十
二
年
法
律
第
九
十
四
号
）
第
四
条
第

四
項
第
四
号
、
第
六
条
の
二
第
一
項
及
び
第
六
条
の
三 

 

十
二 

本
州
四
国
連
絡
橋
の
建
設
に
伴
う
一
般
旅
客
定
期
航
路
事
業
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
昭
和
五
十
六
年
法
律
第
七

十
二
号
）
第
十
九
条 

 

十
三 

沖
縄
振
興
特
別
措
置
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
十
四
号
）
第
八
十
条 

 

十
四 

行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
二



  
 

九

十
七
号
）
別
表
第
一
の
五
十
一
の
項
及
び
五
十
二
の
項
並
び
に
別
表
第
二
の
二
十
六
の
項
、
七
十
一
の
項
及
び
八
十
七
の

項 

 

（
高
年
齢
者
等
の
雇
用
の
安
定
等
に
関
す
る
法
律
） 

第
五
条 

高
年
齢
者
等
の
雇
用
の
安
定
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
六
年
法
律
第
六
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。 

 
 

第
二
十
八
条
中
「
雇
用
対
策
法
」
を
「
労
働
施
策
の
総
合
的
な
推
進
並
び
に
労
働
者
の
雇
用
の
安
定
及
び
職
業
生
活
の
充

実
等
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
る
。 

 
 

第
三
十
八
条
第
三
項
中
「
雇
用
対
策
法
」
を
「
労
働
施
策
の
総
合
的
な
推
進
並
び
に
労
働
者
の
雇
用
の
安
定
及
び
職
業
生

活
の
充
実
等
に
関
す
る
法
律
」
に
、
「
第
二
章
」
を
「
第
三
章
」
に
改
め
る
。 

 

（
建
設
労
働
者
の
雇
用
の
改
善
等
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
改
正
） 

第
六
条 

次
に
掲
げ
る
法
律
の
規
定
中
「
雇
用
対
策
法
」
を
「
労
働
施
策
の
総
合
的
な
推
進
並
び
に
労
働
者
の
雇
用
の
安
定
及

び
職
業
生
活
の
充
実
等
に
関
す
る
法
律
」
に
、
「
第
二
章
」
を
「
第
三
章
」
に
改
め
る
。 

 

一 

建
設
労
働
者
の
雇
用
の
改
善
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
一
年
法
律
第
三
十
三
号
）
第
三
十
条
第
二
項 



 

  
 

一
〇

 
二 

外
国
人
の
技
能
実
習
の
適
正
な
実
施
及
び
技
能
実
習
生
の
保
護
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
八
年
法
律
第
八
十
九
号
）

第
二
十
七
条
第
二
項 

 

（
厚
生
労
働
省
設
置
法
の
一
部
改
正
） 

第
七
条 

厚
生
労
働
省
設
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
九
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

第
四
条
第
一
項
第
五
十
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 
 

五
十
二 

労
働
施
策
の
総
合
的
な
推
進
並
び
に
労
働
者
の
雇
用
の
安
定
及
び
職
業
生
活
の
充
実
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和

四
十
一
年
法
律
第
百
三
十
二
号
）
第
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
基
本
方
針
の
策
定
及
び
推
進
に
関
す
る
こ
と
。 

 
 

第
九
条
第
一
項
第
四
号
中
「
（
平
成
十
年
法
律
第
四
十
六
号
）
」
の
下
に
「
、
労
働
施
策
の
総
合
的
な
推
進
並
び
に
労
働

者
の
雇
用
の
安
定
及
び
職
業
生
活
の
充
実
等
に
関
す
る
法
律
」
を
加
え
る
。 

 



  
 

一
一

 
 
 
 

 

理 

由 

 

労
働
者
が
安
心
し
て
働
く
こ
と
が
で
き
る
社
会
の
実
現
を
図
る
た
め
、
労
働
に
関
し
、
施
策
の
基
本
的
理
念
、
国
が
総
合
的

に
講
ず
べ
き
施
策
等
を
定
め
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
法
律
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。 

 


